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第４章� 重点目標�

基本理念「⼀⼈ひとりの個性が尊重され� みんながともに⽀えあう� 共⽣

社会の実現」の実現をめざすため、次の項目を特に重点目標として計画を推

進します。�

�

�

１� 相談⽀援体制の充実 

【めざす⽅向】�

障がいのある⼈が、住み慣れた地域で、⼼豊かに安⼼して暮らしていくた

めには、包括的な⾃⽴⽀援のための仕組みづくりが必要です。�

障がいのある⼈やその家族、介助者等が抱える様々な問題の解決に向け、

気軽に相談できる相談⽀援体制の充実を図り、適切な⽀援へとつなげていき

ます。�

【取組⽅針】�

（１）関係機関との連携強化による相談⽀援の充実�

�
�

�
�

�
�

�� ⼼⾝障がい者相談員
�

、⺠⽣委員児童委員、障がい者関係団体等によ

る相談と、障がいの特性に応じた相談機能を充実するため、相談⽀援

事業者への事業委託による⼀般相談⽀援事業
�

と特定相談⽀援事業
�

を⾏っています。�

�� 地域での個別ニーズを全体のニーズとして共有するため「栗東市障が

い児・者⾃⽴⽀援協議会
�

」「湖南地域障害児・者サービス調整会議」

等において、関係機関との連携を強化し、各機関の専門的な機能の有

効活⽤を⾏いながら、障がいのある⼈の⾃⽴⽣活を総合的に⽀援する

体制の整備を図っています。
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�
�

� 障がいのある⼈の⾃⽴⽣活を総合的に⽀援する体制の整備�

� 広域による基幹相談⽀援体制
�

の整備に向けての協議�
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（２）ケアマネジメント
�

機能の強化�

�
�
�
�

�
�

�� 障がいのある⼈が⾃らサービス提供事業者との調整を⾏うことや、⾃

分⾃⾝の意思を伝えることが困難であることがあるため、障がいのあ

る⼈⾃⾝が抱える問題が解決されていないことがあります。�

�� ⼀⼈ひとりの障がいの特性を把握し、個別⽀援計画に基づいた適切な

⽀援を⾏うためには、専門性のあるケースワーカーのケアマネジメン

ト
�

による個別⽀援体制の整備が必要です。
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�
�

� 個別ケース会議等による関係機関のチームアプローチを実施

し、相談⽀援事業の充実�

�

（３）ライフステージ
�

を通した相談⽀援体制の整備�

�
�

�
�

�
�

�

�� 個々のニーズや障がいの特性、発達段階に応じた適切な⽀援を⾏うた

めには、教育、医療、保健、福祉、就労等が⼀体となった相談⽀援が

重要となります。�
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�
�

� ライフステージ
�

を通じた切れ目のない⽀援の強化のための関

係機関の連携�
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２� 就労への⽀援 

【めざす⽅向】�

障がいのある⼈への就労⽀援については、⾃⽴した⽣活を営む上で重要な

施策です。障がいのある⼈の働く意欲は⾼まっていますが、就労をめぐる環

境はまだまだ厳しい現状にあります。 

障がいのある⼈が住み慣れた地域で⾃⽴し、経済的に安定した⽣活を送る

ために「地域で働く」ことを実現するため、障がいのある⼈の就労⽀援体制

の整備を図っていきます。�

【取組⽅針】�

（１）関係機関の連携強化による就労⽀援体制の充実�

�
�

�
�

�
�

�� 障がいのある⼈の就労を⽀援するためには、労働部門、福祉部門、教

育部門等の関係機関の連携による就労⽀援事業の推進体制の充実・強

化が必要であり、公共職業安定所や滋賀障害者職業センター、湖南地

域障害者働き・暮らし応援センター等との連携を図るとともに、相談

⽀援体制の充実や企業への障がい者雇⽤に対する啓発を図っていくこ

とが重要です。�

�� 滋賀県における障がいのある⼈の就業状況は、企業の理解が進んでき

ていることなどもあり、全国的にみると⽐較的良好な状況にあります。

しかし、障がいのある⼈の継続した就業には様々な課題も残されてお

り、いかに雇⽤の定着を図っていくかについて、関係する様々な⼈た

ちが情報を共有し合いながら、より良い環境づくりに取り組んでいく

ことが必要です。
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� 就労に向けてのきめ細かな連続性のある⽀援の充実�

� 継続した就労を⽀えていくための⽀援体制づくり�

� �
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３� 地域⽣活への⽀援 

【めざす⽅向】�

障がいのある⼈が住み慣れた地域で⾃⽴した⽣活を送ることができるよ

う、個別のニーズや地域特性に基づいた⽣活⽀援の基盤整備や地域⽣活⽀援

事業などの推進を図っていきます。�

【取組⽅針】�

（１）障がい福祉サービス
�

の充実�

�
�

�
�

�
�

�

�� 障がいのある⼈が地域で⾃⽴した⽣活を送るためには、家族や介助者

の負担の軽減を含めた多様で質の⾼い効果的なサービスの提供が不可

⽋となります。�
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�
�

� 個々の状態に応じた、効果的なサービス提供体制の充実�

�

（２）グループホーム
�

の整備⽀援�

�
�
�
�

�
�

�� 障がいのある⼈が地域での⽣活を営めるよう、⾃⽴⽣活の拠点となる

住まいの場の確保が求められており、居住の場として、グループホー

ム
�

の整備が求められています。⼀⽅で、グループホーム
�

の整備にあ

たっては、建設や既存建物の改修など居住空間の確保について多額の

建設・改修費⽤が必要となることが課題となっています。�

�� 本市におけるグループホーム
�

の整備を進めていくためには、これま

での既成の整備⼿法にとらわれず、市内の既存住宅ストックの活⽤も

含めた様々な⼿法を取り⼊れながら柔軟に対応していくことが求めら

れます。�
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�
�

� 居住の場の確保のためのグループホーム
�

整備についての推進�
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